
介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（最終改正15.4.1）

（平成１１年 厚生省令第３９号） （平成12年3月17日付け 老企第４３号）基準省令 解釈通知

第１章 基本方針 第１ 基準省令の性格

（基本方針） １ 基準省令は、指定介護老人福祉施設がその目的を達成

第１条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基 するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、

づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に 指定介護老人福祉施設は、常にその運営の向上に努めな

置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、 ければならないこと。

社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機

能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、 ２ 指定介護老人福祉施設が満たすべき基準を満たさない

入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む 場合には、指定介護老人福祉施設の指定は受けられず、

ことができるようにすることを目指すものでなければな また、運営開始後、基準省令に違反することが明らかに

らない。 なった場合は、都道府県知事の指導等の対象となり、こ

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊 の指導等に従わない場合には、当該指定を取り消すこと

重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サー ができるものであること。

ビスを提供するように努めなければならない。 ただし、次に掲げる場合には、基準省令に従った適正

３ 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有 な運営ができなくなったものとして、直ちに取り消すこ

し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市 とができるものであること。

町村（特別区を含む。以下同じ 、居宅介護支援事業 ① 次に掲げるときその他の指定介護老人福祉施設が自。）

者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ 、 己の利益を図るために基準省令に違反したとき。）

居宅サービス事業者 居宅サービス事業を行う者をいう イ 指定介護福祉施設サービスの提供に際して入所者（ 。

以下同じ 、他の介護保険施設その他の保健医療サー が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき。）

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努 ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介

めなければならない。 護被保険者に対して当該施設を紹介することの対償

として、金品その他の財産上の利益を供与したとき

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施

設からの退所者を紹介することの対償として、金品

そのたの財産上の利益を収受したとき

② 入所者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれ

があるとき

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準省令違

反があったとき

３ 運営に関する基準に従って事業の運営をすることがで

きなくなったことを理由として指定が取り消された直後

に再度当該施設から指定介護老人福祉施設について指定

の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関する基

準を遵守することを確保することに特段の注意が必要で

あり、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を

行わないものとすること。

第２章 人員に関する基準 第２ 人員に関する基準(基準省令第２条)

（従業者の員数）

第二条 介護保険法 （平成九年法律第百二十三号。以下 １ 生活相談員

「法」という ）第八十八条第一項 の規定による指定介 生活相談員の資格については、特別養護老人ホームの。

護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおり 設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日厚生

とする。ただし、入所定員が四十人を超えない指定介護 省令第４６号）第５条第２項によること。

老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士 ２ 栄養士

との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の 基準省令第２条第１項ただし書に規定する「他の社会

効果的な運営を期待することができる場合であって、入 福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定



所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置か 介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができ

、 」 、ないことができる。 る場合であって 入所者の処遇に支障がないとき とは

一 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を 隣接の他の社会福祉施設や病院等の栄養士との兼務や地

行うために必要な数 域の栄養指導員（栄養改善法第９条第１項に規定する栄

二 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すご 養指導員をいう ）との連携を図ることにより、適切な。

とに一以上 栄養管理が行われている場合であること。

三 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護 ３ 機能訓練指導員

職員」という ） 基準省令第２条第７項の「訓練を行う能力を有すると。

イ 介護職員及び看護職員の総数は 常勤換算方法で 認められる者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴、 、

入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上と 覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧

すること。 師の資格を有する者とする。

ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 ただし、入所者の日常生活やレクリエーション、行事

(１) 入所者の数が三十を超えない指定介護老人福 等を通じて行う機能訓練指導については、当該施設の生

祉施設にあっては、常勤換算方法で、一以上 活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない

(２) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない指 こと。

定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法 ４ 介護支援専門員

で、二以上 (１) 介護支援専門員については、その業務に専ら従事す

(３) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない る常勤の者を１人以上配置するものとする。したがっ

指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方 て、入所者が１００人未満の指定介護老人福祉施設で

法で、三以上 あっても１人は配置しなければならない。また、介護

(４) 入所者の数が百三十を超える指定介護老人福 支援専門員の配置は、入所者の数が１００人又はその

祉施設にあっては、常勤換算方法で、三に、入 端数を増すごとに１人を標準とするものであり、入所

所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を 者の数が１００人又はその端数を増すごとに増員する

増すごとに一を加えて得た数以上 ことが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専

四 栄養士 一以上 門員については、非常勤とすることを妨げるものでは

五 機能訓練指導員 一以上 ない。

六 介護支援専門員 一以上（入所者の数が百又はそ (２) 介護支援専門員については、入所者の処遇に支障が

の端数を増すごとに一を標準とする ） ない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に。

２ 前項の入所者の数は 前年度の平均値とする ただし 従事することができるものとする。この場合、兼務を、 。 、

新規に指定を受ける場合は、推定数による。 行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門

３ 第一項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの 員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行

勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設におい う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員

て常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間とし

常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 て算入することができるものとすること。

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護 なお、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼

老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。 務は認められないものである。だだし、増員に係る非

ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りで 常勤の介護支援専門員については、この限りでない。

ない。 ５ 経過措置（基準省令附則第２条、指定介護老人福祉施

５ 第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければな 設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する

らない。 省令（平成１５年厚生労働省令第３０号）附則第２条）

６ 第一項第三号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の (１) 平成１７年３月３１日までの間は、介護職員又は看

者でなければならない。 護職員の員数を、常勤換算方法で、入所者の数が

７ 第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの ４．１又はその端数を増すごとに１人以上でよいもの

に必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための とされているが、できるだけ早期に３：１へ移行でき

訓練を行う能力を有すると認められる者でなければなら るよう努めるものとする。なお、平成１２年４月１日

ない。 以降に新たに開設される施設にあっては、既存の施設

８ 第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人 に対する経過措置として設けた趣旨にかんがみ、可能

、 。福祉施設の他の職務に従事することができる。 な限り 職員配置を３：１以上とすることが望ましい

９ 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従 また、この経過措置は、指定介護老人福祉施設であ

事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の って小規模生活単位型指定介護老人福祉施設若しくは

処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設でないも



他の職務に従事することができる。 の又は一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の

ユニット部分以外の部分にのみ適用されることに留意

すること。

(２) 平成１５年３月３１日の時点で現に存する指定介護

老人福祉施設であって、基準省令附則第３条の規定の

適用を受けて介護支援専門員を配置していないものの

うち、入所定員が１９人以下のもの（以下「小規模施

」 。） 、 、設 という は 平成１８年３月３１日までの間は

指定居宅介護支援事業者（当該小規模施設の開設者を

除く ）に施設サービス計画の作成等の業務を委託で。

きることとし、その場合には、当該小規模施設に介護

支援専門員を配置しないでよいこととした。

また、当該小規模施設に介護支援専門員を配置しな

い場合は、基準省令第２２条の２第５号から第７号ま

でに規定する業務は当該小規模施設の従業者が行うこ

ととした。

６ 用語の定義

(１) 「常勤換算方法」

当該指定介護老人福祉施設の従業者の勤務延時間数

を当該施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数

(１週間に勤務すべき時間数が３２時間を下回る場合

は３２時間を基本とする。)で除することにより、当

該施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算す

る方法をいうものである。

(２) 「勤務延時間数」

勤務表上、当該指定介護福祉施設サービスの提供に

従事する時間として明確に位置付けられている時間の

合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間

数に算入することができる時間数は、当該施設におい

て常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする

こと。

(３) 「常勤」

当該指定介護老人福祉施設における勤務時間が、当

該施設において定められている常勤の従業者が勤務す

べき時間数(１週間に勤務すべき時間数が３２時間を

下回る場合は３２時間を基本とする。)に達している

ことをいうものである。当該施設に併設される事業所

の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行わ

れることが差し支えないと考えられるものについて

は、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が

勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満た

すものであることとする。例えば、指定介護老人福祉

施設に指定通所介護事業所が併設されている場合、指

定介護老人福祉施設の管理者と指定通所介護事業所の

管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所

定の時間数に達していれば、常勤要件を満たすことと

なる。

(４) 「専ら従事する」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該指定

介護福祉施設サービス以外の職務に従事しないこと

をいうものである。この場合のサービス提供時間帯



とは、当該従業者の当該サービスに係る勤務時間を

いうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を

問わない。

(５) 「前年度の平均値」

「 」① 基準省令第２条第２項における 前年度の平均値

は、当該年度の前年度(毎年４月１日に始まり翌年

３月３１日をもって終わる年度とする 以下同じ )。 。

の入所者延数を当該前年度の日数で除して得た数と

する。この算定に当たっては、小数点第２位以下を

切り上げるものとする。

② 新設(事業の再開の場合を含む。以下同じ。)又は

増床分のベッドに関して、前年度において１年未満

の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合

を含む。)の入所者数は、新設又は増床の時点から

６月未満の間は、便宜上、ベッド数の９０％を入所

者数とし、新設又は増床の時点から６月以上１年未

満の間は、直近の６月における入所者延数を６月間

の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点か

ら１年以上経過している場合は、直近１年間におけ

る入所者延数を１年間の日数で除して得た数とす

る。

③ 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あると

きは、減床後の入所者延数を延日数で除して得た数

とする。

第３章 設備に関する基準 第３ 設備に関する基準（基準省令第３条）

（設備） １ 便所等の面積又は数の定めのない設備については、そ

第三条 指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとお れぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ

りとする。 又は数を確保するよう配慮するものとする。

一 居室 ２ 指定介護老人福祉施設における廊下の幅は、入所者の

、 、イ 一の居室の定員は、４人以下とすること。 身体的 精神的特性及び非常災害時における迅速な避難

ロ 入所者一人当たりの床面積は、１０．６５平方メ 救出の確保を考慮して定められたものである なお 中。 、「

ートル以上とすること。 廊下」とは、廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常

ハ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 生活に直接使用する設備のある廊下をいう。

二 静養室 ３ 経過措置（基準省令附則第４条・第５条）

介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 設備に関する基準については、以下の経過措置が設け

三 浴室 られているので留意すること。

要介護者が入浴するのに適したものとすること。 (１) １の居室の定員に関する経過措置

四 洗面設備 ① この基準省令の施行の際現に存する特別養護老人ホ

イ 居室のある階ごとに設けること。 ーム（基本的な設備が完成しているものを含み、この

ロ 要介護者が使用するのに適したものとすること。 基準省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築さ

五 便所 れた部分を除く ）については、設備基準のうち１の。

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 居室の定員に関する基準 ４人以下 については 原「 」 、「

ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、 則として４人以下」とする （附則第４条第１項）。

要介護者が使用するのに適したものとすること。 ② この基準省令の施行の際現に存する特別養護老人ホ

六 医務室 ームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正

イ 医療法 （昭和二十三年法律第二百五号）第一条 する省令（昭和６２年厚生省令第１２号）附則第４条

の五第二項 に規定する診療所とすること。 第２項（同令第４条の規定による改正後の養護老人ホ

ロ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療用 ーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する

具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設け 基準（昭和４１年厚生省令第１９号）第２０条の規定

ること。 に係る部分に限る ）の規定の適用を受けていたもの。



七 食堂及び機能訓練室 については、設備基準のうち１の居室の定員に関する

「 」 、「 」 。イ それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計 基準は ４人以下 については ８人以下 とする

した面積は、３平方メートルに入所定員を乗じて得 （附則第４条第２項）

た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機 (２) 入所者１人当たりの居室の床面積に関する経過措置

能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機 この基準省令の施行の際現に存する特別養護老人ホー

能訓練に支障がない広さを確保することができると ム（基本的な設備が完成しているものを含み、この基

きは、同一の場所とすることができる。 準省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築され

ロ 必要な備品を備えること。 た部分を除く ）については、設備基準のうち入所者。

八 廊下幅 １人当たりの居室の床面積に関する基準「１０．６５

」 、「 、１．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅 平方メートル以上 については 収納設備等を除き

は、２．７メートル以上とすること。 ４．９５平方メートル以上」とする （附則第４条第。

２ 前項各号に掲げる設備は、専ら当該介護老人福祉施設 １項）

の用に供するものでなければならない。ただし、入所者 (３) 入所者１人当たりの食堂及び機能訓練室の面積に関

の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 する経過措置

この基準省令の施行の際現に存する特別養護老人ホ

ーム（基本的な設備が完成しているものを含み、この

基準省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築さ

れた部分を除く ）については、設備基準のうち食堂。

及び機能訓練室の合計した面積「３平方メートルに入

所定員を乗じて得た面積以上」の基準については、当

分の間適用しない （附則第５条）。

第４章 運営に関する基準 第４ 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意） １ 内容及び手続きの説明及び同意

第四条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サー 基準省令第４条は、指定介護老人福祉施設は、入所者

ビスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者 に対し適切な指定介護老人福祉施設サービスを提供する

又はその家族に対し、第二十三条に規定する運営規程の ため、その提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者

概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービ 又はその家族に対し、当該指定介護老人福祉施設の運営

スの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を 規程の概要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、

交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込 苦情処理の体制等の入所申込者がサービスを選択するた

者の同意を得なければならない。 めに必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパ

２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族か ンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、

らの申出があった場合には、前項の規定による文書の交 当該施設から指定介護福祉施設サービスの提供を受ける

付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入所申 ことにつき同意を得なければならないこととしたもので

込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重 ある。なお、当該同意については、入所者及び指定介護

要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報 老人福祉施設双方の保護の立場から書面によって確認す

通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以 ることが望ましいものである。

下この条において「電磁的方法」という ）により提供。

することができる。この場合において、当該指定介護老

人福祉施設は、当該文書を交付したものとみなす。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに

掲げるもの

イ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と

入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

する方法

ロ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録された前項に規定する重

要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその

家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の



使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該

重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を

受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に

あっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方

法）

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する方法

３ 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファ

イルへの記録を出力することによる文書を作成すること

ができるものでなければならない。

４ 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護

老人福祉施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。

５ 指定介護老人福祉施設は、第二項の規定により第一項

に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらか

じめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は

電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 第二項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉

施設が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設

は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方

法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ

ったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第一

項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってして

はならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再

、 。び前項の規定による承諾をした場合は この限りでない

（提供拒否の禁止） ２ 提供拒否の禁止

第四条の二 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指 基準省令第４条の２は、原則として、入所申込に対し

定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。 て応じなければならないことを規定したものであり、特

（サービス提供困難時の対応） に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒

第四条の三 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入 否することを禁止するものである。提供を拒むことので

院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適 きる正当な理由がある場合とは、入院治療の必要がある

切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病 場合その他入所者に対し自ら適切な指定介護老人福祉施

院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の 設サービスを提供することが困難な場合である。

適切な措置を速やかに講じなければならない。

（受給資格等の確認） ３ 受給資格等の確認

第五条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サー (１) 基準省令第５条第１項は、指定介護福祉施設サービ

ビスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保 スの利用に係る費用につき保険給付を受けることがで

険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び きるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られ

要介護認定の有効期間を確かめなければならない。 るものであることを踏まえ指定介護老人福祉施設は、

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に法第七 指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、入所

十三条第二項 に規定する認定審査会意見が記載されて 者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要

いるときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護 介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめな

福祉施設サービスを提供するように努めなければならな ければならないこととしたものである。



い。 (２) 同条第２項は、入所者の被保険者証に、指定施設サ

ービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者

が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されて

いるときは、これに配慮して指定介護福祉施設サービ

スを提供するように努めるべきことを規定したもので

ある。

（要介護認定の申請に係る援助） ４ 要介護認定の申請に係る援助

第六条 指定介護老人福祉施設は、入所の際に要介護認定 (１) 基準省令第６条第１項は、要介護認定の申請がなさ

を受けていない入所申込者については、要介護認定の申 れていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることに

請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われ より、指定介護福祉施設サービスの利用に係る費用が

ていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに 保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定介護老

当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら 人福祉施設は、入所申込者が要介護認定を受けていな

ない。 いことを確認した場合には、要介護認定の申請が既に

２ 指定介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が 行われているかどうかを確認し、申請が行われていな

遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間 い場合は、当該入所申込者の意志を踏まえて速やかに

の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わ 当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければな

なければならない。 らないこととしたものである。

(２) 同条第２項は、要介護認定の有効期間が原則として

６月ごとに終了し、継続して保険給付を受けるために

は要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認

定が申請の日から３０日以内に行われることとされて

いることを踏まえ、指定介護老人福祉施設は、要介護

認定の更新の申請が、遅くとも当該入所者が受けてい

る要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはなさ

れるよう、必要な援助を行わなければならないことと

したものである。

（入退所） ５ 入退所

、 、第七条 指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著し (１) 基準省令第７条第１項は 指定介護老人福祉施設は

い障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅 身体上、精神上の著しい障害のために居宅で生活を継

においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護 続することが、困難な要介護者を対象とするものであ

福祉施設サービスを提供するものとする。 ることを規定したものである。

２ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員 (２) 同条第２項は、入所を待っている申込者がいる場合

から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、 には、入所して指定介護福祉施設サービスを受ける必

介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護 要性が高いと認められる者を優先的に入所させるよう

福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入 努めなければならないことを規定したものである。ま

所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならな た、その際の勘案事項として、指定介護老人福祉施設

い。 が常時の介護を要する者のうち居宅においてこれを受

３ 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際して けることが困難な者を対象としていることにかんが

は、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等に み、介護の必要の程度及び家族の状況等を挙げている

より、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サ ものである。なお、こうした優先的な入所の取扱いに

ービス等（法第七条第十八項 に規定する指定居宅サー ついては、透明性及び公平性が求められることに留意

ビス等をいう。以下同じ ）の利用状況等の把握に努め すべきものである。。

なければならない。 ※指定介護老人福祉施設の入所に関する指針について

４ 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その （平成１４年８月７日・老計発第０８０７００４号）

置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日 (３) 同条第３項は、基準省令第１条（基本方針）を踏ま

常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検 え、入所者の家族等に対し、居宅における生活への復

討しなければならない。 帰が見込まれる場合には、居宅での生活へ移行する必

５ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看 要性があること、できるだけ面会に来ることが望まし

護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなけれ いこと等の説明を行うとともに、入所者に対して適切

ばならない。 な指定介護福祉施設サービスが提供されるようにする

６ 指定介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置か ため、入所者の心身の状況、生活歴、病歴、家族の状



れている環境等に照らし、居宅において日常生活を営む 況等の把握に努めなければならないことを規定したも

ことができると認められる入所者に対し、その者及びそ のである。

の家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環 また、質の高い指定介護福祉施設サービスの提供に

境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助 資することや入所者の生活の継続性を重視するという

を行わなければならない。 観点から、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に

７ 指定介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、 努めなければならないものとしたものである。

居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介 (４) 同条第４項及び第５項は、指定介護老人福祉施設が

護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医 要介護者のうち、入所して介護を受けることが必要な

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連 者を対象としていることにかんがみ、退所して居宅に

携に努めなければならない。 おいて日常生活を営むことができるかどうかについて

定期的に検討しなければならないこととしたものであ

る。

なお、上記の検討は、生活相談員、介護職員、看護

職員、介護支援専門員等により行うこと。

(５) 同条第６項は、第４項の検討の結果、居宅での生活

が可能と判断される入所者に対し、退所に際しての本

人又は家族等に対する家庭での介護方法等に関する適

切な指導、居宅介護支援事業者等に対する情報提供等

。 、の必要な援助をすることを規定したものである なお

安易に施設側の理由により退所を促すことのないよう

留意するものとする。

また、退所が可能になった入所者の退所を円滑に行

うために、介護支援専門員及び生活相談員が中心とな

って、退所後の主治の医師及び居宅介護支援事業者等

並びに市町村と十分連携を図ること。

（サービスの提供の記録） ６ サービスの提供の記録

第八条 指定介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の 基準省令第８条第２項は、サービスの提供日、提供し

年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称 た具体的なサービスの内容、入所者の心身の状況その他

を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者 必要な事項を記録しなければならないこととしたもので

証に記載しなければならない。 ある。

、 、 、２ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービス なお 基準省令第３７条第２項に基づき 当該記録は

を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等 ２年間保存しなければならない。

を記録しなければならない。

（利用料等の受領） ７ 利用料等の受領

、 、第九条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービ (１) 基準省令第９条第１項は 指定介護老人福祉施設は

ス（法第四十八条第五項 の規定により施設介護サービ 法定代理受領サービスとして提供される指定介護福祉

ス費（同条第一項 に規定する施設介護サービス費をい 施設サービスについての入所者負担として、指定介護

う。以下同じ ）が入所者に代わり当該介護老人福祉施 福祉施設サービスにかかる費用の額のうち食事の提供。

設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指 に要する費用の額を除いた額の１割（法第５０条又は

定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ ）に該当す 第６９条の規定の適用により保険給付の率が９割でな。

る指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入所者 い場合については、それに応じた割合）及び食事の提

から利用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費 供に要した費用について、いわゆる食事の標準負担額

用に係る対価をいう。以下同じ ）の一部として、当該 の支払を受けなければならないことを規定したもので。

指定介護福祉施設サービスについて同条第二項第一号 ある。

に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費 (２) 同条第２項は、入所者間の公平及び入所者の保護の

用の額（その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに 観点から、法定代理受領サービスでない指定介護福祉

要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉 施設サービスを提供した際にその入所者から支払いを

施設サービスに要した費用の額とする ）及び同項第二 受ける利用料の額と法定代理受領サービスである指定。

号 に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定し 介護老人福祉施設サービスに係る費用の額の間に、一

た費用の額（その額が現に当該食事の提供に要した費用 方の管理経費の他方への転換等による不合理な差額を

の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用 設けてはならないこととしたものである。



の額とする ）の合計額（以下「施設サービス費用基準 (３) 同条第３項は、指定介護福祉施設サービスの提供に。

額」という ）から当該指定介護老人福祉施設に支払わ 関して、。

れる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を ① 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定

受けるものとする。 する特別な居室（国若しくは地方公共団体の負担若

２ 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該 しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築さ

当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入所 れ、買収され、又は改造されたものを除く ）の提。

者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基 供を行ったことに伴い必要となる費用

準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけれ ② 入所者が選定する特別な食事の提供を行ったこと

ばならない。 に伴い必要となる費用

３ 指定介護老人福祉施設は、前二項の支払を受ける額の ③ 理美容代

ほか 次に掲げる費用の額の支払を受けることができる ④ 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サ、 。

一 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定す ービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活に

る特別な居室（国若しくは地方公共団体の負担若しく おいても通常必要となるものに係る費用であって、

は補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買 その入所者に負担させることが適当と認められるも

収され、又は改造されたものを除く ）の提供を行っ のについては、前２項の利用料のほかに入所者から。

たことに伴い必要となる費用 支払いを受けることができることとし、保険給付の

二 入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに 対象となっているサービスと明確に区分されないあ

伴い必要となる費用 いまいな名目による費用の支払いを受けることは認

三 理美容代 められないこととしたものである。なお、④の費用

四 前三号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サー の具体的な範囲については、別に通知するところに

ビスにおいて提供される便宜のうち、日常生活におい よるものである。

ても通常必要となるものに係る費用であって、その入 ８ 保険給付の請求のための証明書の交付

所者に負担させることが適当と認められるもの 基準省令第１０条は、入所者が保険給付の請求を容易

４ 指定介護老人福祉施設は、前項各号に掲げる費用の額 に行えるよう、指定介護老人福祉施設は、法定代理受領

に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所 サービスでない指定介護福祉施設サービスに係る利用料

者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に の支払を受けた場合は、提供した指定介護福祉施設サー

ついて説明を行い 入所者の同意を得なければならない ビスの内容、費用の額その他入所者が保険給付を請求す、 。

（保険給付の請求のための証明書の交付） る上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証

第十条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービス 明書を入所者に対して交付しなければならないこととし

に該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支 たものである。

払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サー

ビスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなけ

ればならない。

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） ９ 指定介護老人福祉施設サービスの取扱い方針

第十一条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に (１) 基準省令第１１条第３項に規定する処遇上必要な事

基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資 項とは、施設サービス計画の目標及び内容並びに行事

するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処 及び日課等も含むものである。

遇を妥当適切に行わなければならない。 (２) 同条第４項及び第５項は、当該入所者又は他の入所

２ 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基 者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行 場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急や

われなければならない。 むを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあって

３ 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設 も、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況

サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所 並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理 いこととしたものである。なお、基準省令第３７条第

解しやすいように説明を行わなければならない。 ２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなけ

４ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービス ればならない。

の提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という ）を行ってはならない。。



５ 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う

場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら

ない。

６ 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護

福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図

らなければならない。

（施設サービス計画の作成） １０ 施設サービス計画の作成

第十二条 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援 基準省令第１２条は、入所者の課題分析、サービス担

専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当さ 当者会議の開催、施設サービス計画の作成、施設サービ

せるものとする。 ス計画の実施状況の把握など、施設サービスが施設サー

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専 ビス計画に基づいて適切に行われるよう、施設サービス

門員（以下「計画担当介護支援専門員」という ）は、 計画に係る一連の業務のあり方及び当該業務を行う介護。

（ 「 」 。）施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生 支援専門員 以下 計画担当介護支援専門員 という

活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発 の責務を明らかにしたものである。なお、施設サービス

的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス 計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらにこれ

計画上に位置付けるよう努めなければならない。 を入所者に強制することとならないように留意するもの

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成 とする。

に当たっては、適切な方法により、入所者について、そ (１) 計画担当介護支援専門員による施設サービス計画の

の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて 作成（第１項）

入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立 指定介護老人福祉施設の管理者は、施設サービス計

した日常生活を営むことができるように支援する上で解 画の作成に関する業務の主要な過程を計画担当介護支

決すべき課題を把握しなければならない。 援専門員に担当させることとしたものである。

４ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべ (２) 総合的な施設サービス計画の作成（第２項）

き課題の把握（以下「アセスメント」という ）に当た 施設サービス計画は、入所者の日常生活全般を支援。

っては、入所者及びその家族に面接して行わなければな する観点に立って作成されることが重要である。この

。 、 、 、 、らない この場合において 計画担当介護支援専門員は ため 施設サービス計画の作成又は変更に当たっては

面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明 入所者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等

し、理解を得なければならない。 対象サービス以外の、当該地域の住民による入所者の

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者 話し相手、会食などの自発的な活動によるサービス等

についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族 も含めて施設サービス計画に位置づけることにより、

の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する 総合的な計画となるよう努めなければならない。

意向 総合的な援助の方針 生活全般の解決すべき課題 (３) 課題分析の実施（第３項）、 、 、

指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指 施設サービス計画は、個々の入所者の特性に応じて

定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サー 作成されることが重要である。このため計画担当介護

ビスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービ 支援専門員は、施設サービス計画の作成に先立ち入所

ス計画の原案を作成しなければならない。 者の課題分析を行わなければならない。

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入 課題分析とは、入所者の有する日常生活上の能力や

所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる 入所者を取り巻く環境等の評価を通じて入所者が生活

他の担当者（以下この条において「担当者」という ） の質を維持・向上させていく上で生じている問題点を。

を召集して行う会議をいう。以下同じ ）の開催、担当 明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことが。

者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案 できるように支援する上で解決すべき課題を把握する

の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見 ことであり、入所者の生活全般についてその状態を十

を求めるものとする。 分把握することが重要である。

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案 なお、課題分析は、計画担当介護支援専門員の個人

の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文 的な考え方や手法のみによって行われてはならず、入

書により入所者の同意を得なければならない。 所者の課題を客観的に抽出するための手法として合理

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成 的なものと認められる適切な方法を用いなければなら

した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しな ないものである。

ければならない。 (４) 課題分析における留意点（第４項）

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成 計画担当介護支援専門員は、解決すべき課題の把握



後、施設サービス計画の実施状況の把握（入所者につい （以下「アセスメント」という ）に当たっては、必。

ての継続的なアセスメントを含む ）を行い、必要に応 ず入所者及びその家族に面接して行わなければならな。

じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 い。この場合において、入所者やその家族との間の信

１０ 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状 頼関係、協働関係の構築が重要であり、計画担当介護

況の把握（以下「モニタリング」という ）に当たって 支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対。

、 。 、は、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的 して十分に説明し 理解を得なければならない なお

に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めると このため、計画担当介護支援専門員は面接技法等の研

ころにより行わなければならない。 鑽に努めることが重要である。

一 定期的に入所者に面接すること。 (５) 施設サービス計画原案の作成（第５項）

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画が入

１１ 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合におい 所者の生活の質に直接影響する重要なものであること

ては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会 を十分に認識し、施設サービス計画原案を作成しなけ

。 、 、等により、施設サービス計画の変更の必要性について、 ればならない したがって 施設サービス計画原案は

担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとす 入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結

る。 果による専門的見地に基づき、入所者の家族の希望を

一 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新 勘案した上で、実現可能なものとする必要がある。

認定を受けた場合 また、当該施設サービス計画原案には、入所者及び

二 入所者が法第二十九条第一項 に規定する要介護状 その家族の生活に対する意向及び総合的な援助の方針

態区分の変更の認定を受けた場合 並びに生活全般の解決すべき課題に加え、各種サービ

１２ 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する ス（機能訓練、看護、介護、食事等）に係る目標を具

施設サービス計画の変更について準用する。 体的に設定し記載する必要がある。さらに提供される

施設サービスについて、その長期的な目標及びそれを

達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期

等を明確に盛り込み、当該達成時期には施設サービス

計画及び提供したサービスの評価を行い得るようにす

ることが重要である。

なお、ここでいう指定介護老人福祉施設サービスの

内容には、当該指定介護老人福祉施設の行事及び日課

等も含むものである。

(６) サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第

６項）

計画担当介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な

質の高い施設サービス計画とするため、施設サービス

の目標を達成するために、具体的なサービスの内容と

して何ができるかなどについて、施設サービス計画原

案に位置付けた施設サービスの担当者からなるサービ

スの担当者会議の開催又は当該担当者への照会等によ

り、専門的な見地からの意見を求め調整を図ることが

重要である。なお、計画担当介護支援専門員は、入所

者の状態を分析し、複数職種間で直接に意見調整を行

う必要の有無について十分見極める必要があるもので

ある。

なお、同項で定める他の担当者とは、医師、生活相

談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員及び栄養

士等の当該入所者の介護及び生活状況等に関する者を

指すものである。

(７) 施設サービス計画原案の説明及び同意（第７項）

施設サービス計画は、入所者の希望を尊重して作成

されなければならない。このため、計画担当介護支援

専門員に、施設サービス計画の作成に当たっては、こ

れに位置付けるサービスの内容を説明した上で文書に



よって入所者の同意を得ることを義務づけることによ

り、サービスの内容への入所者の意向の反映の機会を

保障しようとするものである。

なお、当該説明及び同意を要する施設サービス計画

の原案とは、いわゆる施設サービス計画書の第１表及

び第２表（ 介護サービス計画書の様式及び課題分析「

標準項目の提示について （平成１１年１１月１２日」

老企第２９号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）に

示す標準様式を指す ）に相当するものを指すもので。

ある。

また、施設サービス計画の原案について、入所者に

対して説明し、同意を得ることを義務づけているが、

必要に応じて入所者の家族に対しても説明を行い同意

を得ることが望ましいことに留意されたい。

(８) 施設サービス計画の交付（第８項）

施設サービス計画を作成した際には、遅滞なく入所

者に交付しなければならない。

なお、交付した施設サービス計画は、基準省令第３

７条第２項の規定に基づき、２年間保存しておかなけ

ればならない。

(９) 施設サービス計画の実施状況等の把握及び評価等

（第９項）

計画担当介護支援専門員は、入所者の解決すべき課

題の変化に留意することが重要であり、施設サービス

計画の作成後においても、入所者及びその家族並びに

他のサービス担当者と継続して連絡調整を行い、施設

サービス計画の実施状況の把握（入所者についての継

続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」と

いう ）を行い、入所者の解決すべき課題の変化が認。

められる場合等必要に応じて施設サービス計画の変更

を行うものとする。

なお、入所者の解決すべき課題の変化は、入所者に

直接サービスを提供する他のサービス担当者により把

握されることも多いことから、計画担当介護支援専門

員は、他のサービス担当者と緊密な連携を図り、入所

者の解決すべき課題の変化が認められる場合には、円

滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければならな

い。

(10) モニタリングの実施

施設サービス計画の作成後のモニタリングについて

、 。 、は 定期的に入所者と面接して行う必要がある また

モニタリングの結果についても定期的に記録すること

が必要である。

「定期的に」の頻度については、入所者の心身の状

況等に応じて適切に判断するものとする。

また、特段の事情とは、入所者の事情により、入所

者に面接することができない場合を主として指すもの

であり、計画担当介護支援専門員に起因する事情は含

まれない。

なお、当該特段の事情がある場合については、その

具体的な内容を記録しておくことが必要である。



(11) 施設サービス計画の変更（第１２項）

計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を変

更する際には、原則として、基準省令第１２条第２項

から第８項に規定された施設サービス計画作成に当た

っての一連の業務を行うことが必要である。

なお、入所者の希望による軽微な変更を行う場合に

は、この必要はないものとする。ただし、この場合に

おいても、計画担当介護支援専門員が、入所者の解決

すべき課題の変化に留意することが重要であること

は、同条第９項（９）施設サービス計画の実施状況等

の把握及び評価等）に規定したとおりであるので念の

ため申し添える。

（介護） １１ 介護（基準省令第１３条）

第十三条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充 (１) 介護サービスの提供に当たっては、入所者の人格に

実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な 十分配慮し、施設サービス計画によるサービスの目標

技術をもって行われなければならない。 等を念頭において行うことが基本であり、自立してい

２ 指定介護老人福祉施設は、一週間に二回以上、適切な る機能の低下が生じないようにするとともに残存機能

方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければ の維持向上が図られるよう、適切な技術をもって介護

、 。ならない。 サービスを提供し 又は必要な支援を行うものとする

、 、３ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の (２) 入浴は 入所者の心身の状況や自立支援を踏まえて

状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立につい 適切な方法により実施するものとする。

て必要な援助を行わなければならない。 なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を

４ 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得な 行い、入浴することが困難な場合は、清しきを実施す

い入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。 るなど入所者の清潔保持に努めるものとする。

５ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規 (３) 排せつの介護は、入所者の心身の状況や排せつ状況

定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切 などをもとに、自立支援の観点から、トイレ誘導や排

に行わなければならない。 泄介助等について適切な方法により実施するものとす

６ 指定介護老人福祉施設は、常時一人以上の常勤の介護 る。

職員を介護に従事させなければならない。 (４) 入所者がおむつを使用せざるを得ない場合には、そ

７ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担に の心身及び活動の状況に適したおむつを提供するとと

より、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者によ もに、おむつ交換は、頻繁に行えばよいということで

る介護を受けさせてはならない。 はなく、入所者の排せつ状況を踏まえて実施するもの

とする。

(５) 指定介護老人福祉施設は、入所者にとって生活の場

であることから、通常の１日の生活の流れに沿って、

離床、着替え、整容など入所者の心身の状況に応じた

日常生活上の世話を適切に行うものとする。

(６) 第６項の「常時１人以上の常勤の介護職員を介護に

従事させる」とは、夜間を含めて適切な介護を提供で

きるように介護職員の勤務体制を定めておくととも

に、２以上の介護職員の勤務体制を組む場合は、それ

ぞれの勤務体制において常時１人以上の常勤の介護職

員の配置を行わなければならないことを規定したもの

である。

なお、介護サービスの提供に当たっては、提供内容

に応じて、職員体制を適切に組むものとする。

（食事） １２ 食事（基準省令第１４条）

第十四条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の (１) 入所者の心身の状況・嗜好に応じて適切な栄養量及

心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提 び内容とすること。

供しなければならない。 (２) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うと

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床し ともに、その実施状況を明らかにしておくこと。



て、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。 (３) 病弱者に対する献立について、必要に応じ、医師の

指導を受けること。

(４) 調理及び配膳に当たっては 食品衛生法施行規則 昭、 （

和２３年厚生省令第２３号）別表第８の上欄に掲げる

事項に留意して衛生的に行うこと。

(５) 入所者の食事は、適切な衛生管理がなされたもので

なければならないこと。

(６) 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以

降とすることが望ましいが、早くても午後５時以降と

すること。

（相談及び援助） １３ 相談及び援助

第十五条 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の 基準省令第１５条に定める相談及び援助は、常時必要

状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入 な相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極

所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとと 的に入所者の生活の向上を図ることを趣旨とするもので

もに 必要な助言その他の援助を行わなければならない ある。、 。

（社会生活上の便宜の提供等） １４ 社会生活上の便宜の提供等

第十六条 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備 (１) 基準省令第１６条第１項は指定介護老人福祉施設が

えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を 画一的なサービスを提供するのではなく、入所者が自

行わなければならない。 らの趣味又は嗜好に応じた活動を通じて充実した日常

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むの 生活を送ることができるよう努めることとしたもので

に必要な行政機関等に対する手続について、その者又は ある。

その家族において行うことが困難である場合は、その者 (２) 同条第２項は、指定介護老人福祉施設は、郵便、証

の同意を得て、代わって行わなければならない。 明書等の交付申請等、入所者が必要とする手続き等に

３ 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携 ついて、入所者又はその家族が行うことが困難な場合

を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代

確保するよう努めなければならない。 行しなければならないこととするものである。特に金

４ 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保 銭にかかるものについては、書面等をもって事前に同

するよう努めなければならない。 意を得るとともに、代行した後はその都度本人に確認

を得るものとする。

(３) 同条３項は、指定介護老人福祉施設は、入所者の家

族に対し、当該施設の会報の送付、当該施設が実施す

る行事への参加の呼びかけ等によって入所者とその家

族が交流できる機会等を確保するよう努めなければな

らないこととするものである。また、入所者と家族の

面会の場所や時間等についても、入所者やその家族の

利便に配慮したものとするよう努めなければならな

い。

(４) 同条第４項は、指定介護老人福祉施設は、入所者の

生活を当該施設内で完結させてしまうことのないよ

う、入所者の希望や心身の状況を踏まえながら、買物

や外食、図書館や公民館等の公共施設の利用、地域の

行事への参加、友人宅の訪問、散歩など、入所者に多

様な外出の機会を確保するよう努めなければならない

こととするものである。

（機能訓練） １５ 機能訓練

第十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その 基準省令第１７条に定める機能訓練は、機能訓練室に

心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能 おける機能訓練に限るものではなく、日常生活の中での

を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わな 機能訓練やレクリエーション、行事の実施等を通じた機

ければならない。 能訓練を含むものであり、これらについても十分に配慮

しなければならない。

（健康管理） １６ 健康管理



第十八条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、 (１) 基準省令第１８条第１項は、健康管理が、医師及び

常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保 看護職員の業務であることを明確にしたものである。

持のための適切な措置を採らなければならない。 (２) 基準省令第１８条第２項で定める定期健康診断など

２ 指定介護老人福祉施設の医師は、その行った健康管理 の状況については、その入所者の老人保健法（昭和５

に関し、入所者の健康手帳（老人保健法 （昭和五十七 ７年法律第８０号）の健康手帳の所要の記入欄に、健

年法律第八十号）第十三条 の健康手帳をいう。以下こ 康診断の状況や健康管理上特記する必要がある事項を

の項において同じ ）に必要な事項を記載しなければな 記載するものとする。これらは、医療を受けた場合や。

らない。ただし、健康手帳を有しない者については、こ 在宅に復帰した後に指定介護老人福祉施設での入所者

の限りでない。 の健康管理状況を把握できるようにすることをねらい

としているものである。

（入所者の入院期間中の取扱い） １７ 入所者の入院期間中の取扱い（基準省令第１９条）

第十九条 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病 (１) 「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当

院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入 するか否かは、入所者の入院先の病院又は診療所の当

院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込ま 該主治医に確認するなどの方法により判断すること。

れるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必 (２) 「必要に応じて適切な便宜を提供」とは、入所者及

要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得な びその家族の同意の上での入退院の手続きや、その他

い事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人 の個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものであ

福祉施設に円滑に入所することができるようにしなけれ る。

ばならない。 (３) 「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予

定の退院日に満床であることをもって該当するもので

はなく、例えば、入所者の退院が予定より早まるなど

の理由により、ベッドの確保が間に合わない場合等を

指すものである。施設側の都合は、基本的には該当し

ないことに留意すること。なお、上記の例示の場合で

あっても、再入所が可能なベッドの確保が出来るまで

、 、の間 短期入所生活介護の利用を検討するなどにより

入所者の生活に支障を来さないよう努める必要があ

る。

(４) 入所者の入院期間中のベッドは、短期入所生活介護

事業等に利用しても差し支えないが、当該入所者が退

院する際に円滑に再入所できるよう、その利用は計画

的なものでなければならない。

（入所者に関する市町村への通知） １８ 入所者に関する市町村への通知

第二十条 指定介護老人福祉施設は、入所者が次の各号の 基準省令第２０条は、偽りその他不正の行為によって

いずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してそ 保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為若しくは

の旨を市町村に通知しなければならない。 重大な過失等により、要介護状態等若しくはその原因と

一 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用 なった事故を生じさせるなどした者については、市町村

に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程 が、介護保険法第２２条第１項に基づく既に支払った保

度を増進させたと認められるとき。 険給付の徴収又は第６４条に基づく保険給付の制限を行

二 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又 うことができることに鑑み、指定介護老人福祉施設が、

は受けようとしたとき。 その入所者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村

に通知しなければならない事由を列記したものである。

（管理者による管理） １９ 管理者による管理（基準省令第２１条）

第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該 指定介護老人福祉施設の管理者は常勤であり、かつ、

指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなけ 原則として専ら当該指定介護老人福祉施設の管理業務に

ればならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管 従事するものである。ただし、以下の場合にあって、当

理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、 該指定介護老人福祉施設の管理業務に支障がないとき

施設等の職務に従事することができる。 は、他の職務を兼ねることができるものとする。

(１) 当該指定介護老人福祉施設の従業者としての職務に

従事する場合

(２) 当該指定介護老人福祉施設と同一敷地内にある他の



事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従

事する場合であって、特に当該指定介護老人福祉施設

の管理業務に支障がないと認められる場合

（管理者の責務） ２０ 管理者の責務

第二十二条 指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定 基準省令第２２条は、指定介護老人福祉施設の管理者

介護老人福祉施設の従業者の管理、業務の実施状況の把 の責務を、指定介護老人福祉施設の従業者の管理及び指

握その他の管理を一元的に行わなければならない。 定介護老人福祉施設サービスの実施状況の把握その他の

２ 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章の 管理を一元的に行うとともに、当該指定介護老人福祉施

規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとす 設の従業者に基準省令の第４章の規定を遵守させるため

る。 必要な指揮命令を行うこととしたものである。

（計画担当介護支援専門員の責務） ２１ 計画担当介護支援専門員の責務

第二十二条の二 計画担当介護支援専門員は、第十二条に 基準省令第２２条の２は、指定介護老人福祉施設の計

規定する業務のほか 次に掲げる業務を行うものとする 画担当介護支援専門員の責務を定めたものである。、 。

一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支 計画担当介護支援専門員は、基準省令第１２条の業務

援事業者に対する照会等により その者の心身の状況 のほか、指定介護老人福祉施設が行う業務のうち、基準、 、

生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把 省令第７条第３項から第７項まで、第１１条第５項、第

握すること。 ３３条第２項及び第３５条第２項に規定される業務を行

二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照 うものとする。

らし、その者が居宅において日常生活を営むことがで

きるかどうかについて定期的に検討すること。

、 、三 その心身の状況 その置かれている環境等に照らし

居宅において日常生活を営むことができると認められ

る入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者

が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その

者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。

四 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の

援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報

を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者と密接に連携すること。

五 第十一条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び

時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録すること。

六 第三十三条第二項に規定する苦情の内容等を記録す

ること。

七 第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置について記録すること。

（運営規程） ２２ 運営規程

第二十三条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の 基準省令第２３条は、指定介護老人福祉施設の適正な

運営についての重要事項に関する規程 以下 運営規程 運営及び入所者に対する適切な指定介護福祉施設サービ（ 「 」

という ）を定めておかなければならない。 スの提供を確保するため、同条第一号から第七号までに。

一 施設の目的及び運営の方針 掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定介護老

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 人福祉施設ごとに義務づけたものであるが、特に次の点

三 入所定員 に留意するものとする。

四 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及 (１) 入所定員（第三号）

び利用料その他の費用の額 入所定員は、指定介護老人福祉施設の事業の専用の居

五 施設の利用に当たっての留意事項 室のベッド数（和室利用の場合は、当該居室の利用人員

六 非常災害対策 数）と同数とすること。

七 その他施設の運営に関する重要事項 (２) 指定介護老人福祉施設サービスの内容及び利用料そ

の他の費用の額（第四号）

「指定介護老人福祉施設サービスの内容」は、年間行



事・レクリエーション及び日課等を含めたサービスの内

容を指すものであること。また 「その他の費用の額」、

は、基準省令第９条第３項により支払を受けることが認

められている費用の額を指すものであること。

(３) 施設の利用に当たっての留意事項（第五号）

入所者が指定介護福祉施設サービスの提供を受ける際

の、入所者側が留意すべき事項（入所生活上のルール、

設備の利用上の留意事項等）を指すものであること。

(４) 非常災害対策（第六号）

２４の非常災害対策に関する具体的計画を指すもので

あること。

(５) その他施設の運営に関する重要事項（第七号）

当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の

手続について定めておくことが望ましい。

（勤務体制の確保等） ２３ 勤務体制の確保等

第二十四条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、適 基準省令第２４条は、入所者に対する適切な指定介護

切な指定介護福祉施設サービスを提供することができる 福祉施設サービスの提供を確保するため、職員の勤務体

よう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならな 制等について規定したものであるが、このほか、次の点

い。 に留意するものとする。

２ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設 (１) 同条第１項は、指定介護老人福祉施設ごとに、原則

の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しな として月ごとに勤務表（介護職員の勤務体制を２以上

ければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及 で行っている場合は、その勤務体制ごとの勤務表）を

、 、 、ぼさない業務については、この限りでない。 作成し 従業者の日々の勤務時間 常勤・非常勤の別

３ 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の 介護職員及び看護職員等の配置、管理者との兼務関係

向上のための研修の機会を確保しなければならない。 等を明確にすることを定めたものであること。

(２) 同条第２項は、指定介護老人福祉施設は、原則とし

て、当該施設の従業者によって指定介護老人福祉施設

サービスを提供すべきであるが、調理業務、洗濯等の

入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について

は、第三者への委託等を行うことを認めるものである

こと。

(３) 同条第３項は、当該指定介護老人福祉施設の従業者

の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や

当該施設内の研修への参加の機会を計画的に確保する

ことを定めたものであること。

（定員の遵守）

第二十五条 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室

の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害そ

、 。の他のやむを得ない事情がある場合は この限りでない

（非常災害対策） ２４ 非常災害対策

第二十六条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する 基準省令第２６条は、指定介護老人福祉施設は、非常

具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるた 災害に際して必要な具体的計画の策定、避難、救出訓練

め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけれ の実施等の対策について万全を期さなければならないこ

ばならない。 ととしたものであること。

（衛生管理等） ２５ 衛生管理等

第二十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する 基準省令第２７条第１項は、指定介護老人福祉施設の

食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的 必要最低限の衛生管理等を規定したものであるが、この

な管理に努め 又は衛生上必要な措置を講ずるとともに ほか、次の点に留意するものとする。、 、

医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならな (１) 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等に

い。 ついて、必要に応じて保健所の助言、指導等を求める



２ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設 とともに、常に密接な連携を保つこと。

において感染症が発生し、又はまん延しないように必要 (２) 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症

な措置を講ずるよう努めなければならない。 対策、レジオネラ症対策等については、その発生及び

まん延を防止するための措置について、別途通知等が

発出されているので、これに基づき、適切な措置を講

じること。

(３) 空調設備等により施設内の適温の確保に努めるこ

と。

（協力病院等） ２６ 協力病院等

第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要と 基準省令第２８条第１項の協力病院及び同条第２項の

する入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めてお 協力歯科医療機関は、指定介護老人福祉施設から近距離

かなければならない。 にあることが望ましい。

２ 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療

機関を定めておくよう努めなければならない。

（掲示）

第二十九条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人

福祉施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の

勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を掲示しなければならな

い。

（秘密保持等） ２７ 秘密保持等

第三十条 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由 (１) 基準省令第３０条第１項は、指定介護老人福祉施設

がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密 の従業者に、その業務上知り得た入所者又はその家族

を漏らしてはならない。 の秘密の保持を義務づけたものである。

２ 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当 (２) 同条第２項は、指定介護老人福祉施設に対して、過

な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族 去に当該指定介護老人福祉施設の従業者であった者

の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけ が、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を

ればならない。 漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づ

３ 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対 けたものであり、具体的には、指定介護老人福祉施設

して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじ は、当該指定介護老人福祉施設の従業者が、従業者で

書により入所者の同意を得ておかなければならない。 なくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨

（広告） を、従業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金につ

第三十一条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老 いての定めを置くなどの措置を講ずべきこととするも

人福祉施設について広告をする場合は、その内容が虚偽 のである。

又は誇大なものであってはならない。 (３) 同条第３項は、入所者の退所後の居宅における居宅

介護支援計画の作成等に資するために、居宅介護支援

事業者等に対して情報提供を行う場合には、あらかじ

め、文書により入所者から同意を得る必要があること

を規定したものである。

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） ２８ 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止

第三十二条 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業 (１) 基準省令第３２条第１項は、居宅介護支援事業者に

者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定介 よる介護保険施設の紹介が公正中立に行われるよう、

護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はそ

他の財産上の利益を供与してはならない。 の従業者に対し、要介護被保険者に対して当該施設を

２ 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はそ 紹介することの対償として、金品その他の財産上の利

の従業者から、当該指定介護老人福祉施設からの退所者 益を供与してはならない旨を規定したものである。

を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利 (２) 同条第２項は、入所者による退所後の居宅介護支援

益を収受してはならない。 事業者の選択が公正中立に行われるよう、指定介護老

人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者か

ら、当該施設からの退所者を紹介することの対償とし



て、金品その他の財産上の利益を収受してはならない

旨を規定したものである。

（苦情処理） ２９ 苦情処理

「 」 、第三十三条 指定介護老人福祉施設は、その提供した指定 (１) 基準省令第３３条第１項にいう 必要な措置 とは

介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族から 苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付 相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該施設におけ

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけれ る苦情を処理するために講ずる措置の概要について明

ばならない。 らかにし、これを入所者又はその家族にサービスの内

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場 容を説明する文書に記載するとともに、施設に掲示す

合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 ること等である。

３ 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設 (２) 同条第２項は、苦情に対し指定介護老人福祉施設が

サービスに関し、法第二十三条の規定による市町村が行 組織として迅速かつ適切に対応するため 当該苦情 指、 （

う文書他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町 定介護老人福祉施設が提供したサービスとは関係のな

村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの いものを除く ）の受付日、内容等を記録することを。

苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市 義務づけたものである。

町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助 また、指定介護老人福祉施設は、苦情がサービスの

言に従って必要な改善を行わなければならない。 質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立

４ 指定介護老人福祉施設は、市町村からの求めがあった ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向け

場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければ た取組を自ら行うべきである。

ならない。 なお、基準省令第３７条第２項の規定に基づき、苦

、 。５ 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設 情の内容等の記録は ２年間保存しなければならない

サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保 (３) 介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが

険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百 その業務として位置付けられている国民健康保険団体

九十二号）第四十五条第五項 に規定する国民健康保険 連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、

団体連合会をいう。以下同じ ）が行う法第百七十六条 かつ、保険者である市町村が、サービスに関する苦情。

第一項第二号 の規定による調査に協力するとともに、 に対応する必要性が生ずることから、市町村について

国民健康保険団体連合会から同号 の規定による指導又 も国民健康保険団体連合会と同様に、指定介護老人福

は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要 祉施設に対する苦情に関する調査や指導、助言を行え

な改善を行わなければならない。 ることを運営基準上明確にしたものである。

６ 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会か

らの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健

康保険団体連合会に報告しなければならない。

（地域との連携等） ３０ 地域との連携等

第三十四条 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっ (１) 基準省令第３４条第１項は、指定介護老人福祉施設

ては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協 が地域に開かれたものとして運営されるよう、地域の

力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等

２ 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提 の地域との交流に努めなければならないこととしたも

供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの のである。

、 、苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を (２) 同条第２項 基準省令第１条第３項の趣旨に基づき

行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう 介護相談員を積極的に受け入れる等、市町村との密接

努めなければならない。 な連携に努めることを規定したものである。

なお 「市町村が実施する事業」には、介護相談員、

派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会そ

の他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含ま

れるものである。

（事故発生時の対応） ３１ 事故発生時の対応

第三十五条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指 基準省令第３５条は、入所者が安心して指定介護福祉

定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場 施設サービスの提供を受けられるよう、指定介護老人福

合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うと 祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの

ともに、必要な措置を講じなければならない。 提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当

２ 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故 該入所者の家族等に対して連絡を行う等の必要な措置を



に際して採った処置について記録しなければならない。 講じるべきこととするとともに、事故の状況及び事故に

３ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福 際して採った処置について記録し、また、入所者に対す

祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した る指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事

場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行われなけれ

ばならないこととしたものである。

なお、基準省令第３７条第２項の規定に基づき、事故

の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、

２年間保存しておかなければならない。

このほか、以下の点に留意するものとする。

(１) 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護

福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合の

対応方法についてあらかじめ定めておくことが望まし

い。

(２) 指定介護老人福祉施設は、賠償すべき事態において

速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入してお

くか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。

(３) 指定介護老人福祉施設は、事故が生じた際にはその

、 。原因を解明し 再発生を防ぐための対策を講じること

（会計の区分） ３２ 会計の区分

第三十六条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設 基準省令第３６条は、指定介護老人福祉施設は、指定

サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しな 介護福祉施設サービスに関して他の介護給付等対象サー

ければならない。 ビスと経理を区分するとともに、介護保険の事業の会計

（記録の整備） とその他事業の会計を区分しなければならないこととし

第三十七条 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及 たものであるが、具体的な会計処理の方法等については

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならな 別に通知するねところによるものである。

い。

２ 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福

祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から二年間保存しなければならな

い。

一 施設サービス計画

二 第八条第二項に規定する提供した具体的なサービス

の内容等の記録

三 第十一条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び

時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由の記録

四 第二十条に規定する市町村への通知に係る記録

五 第三十三条第二項に規定する苦情の内容等の記録

六 第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録

第５章 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の基本方 第５ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設

針並びに設備及び運営に関する基準 １ 第５章の趣旨

第一節 この章の趣旨及び基本方針 「小規模生活単位型」の指定介護老人福祉施設は、居

（この章の趣旨） 宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常

第三十八条 第一章、第三章及び前章の規定にかかわら の生活の中でケアを行うこと、すなわち、生活単位と介

ず、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設（施設の全 護単位を一致させたケアであるユニットケアを行うこと

部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられ に特徴があり、これまで「居住福祉型」と称してきたも

る共同生活室（当該居室の入居者が交流し、共同で日常 のを、その特徴をよりわかりやすく表す観点から改めた

生活を営むための場所をいう。以下同じ ）により一体 ものである。。

的に構成される場所（以下「ユニット」という ）ごと こうした小規模生活単位型指定介護老人福祉施設のケ。



に入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行わ アは、これまでの指定介護老人福祉施設のケアと大きく

れる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ ）の基本 異なることから、その基本方針並びに設備及び運営に関。

方針並びに設備及び運営に関する基準については、この する基準については、第１章、第３章及び第４章ではな

章に定めるところによる。 く、第５章に定めるところによるものである。なお、人

員に関する基準については、第２章（基準省令第２条）

に定めるところによるもので、留意すること。

（基本方針） ２ 基本方針

第三十九条 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は 基準省令第39条（基本方針）は、小規模生活単位型指、

入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス 定介護老人福祉施設がユニットケアを行うものものであ

計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に ることを規定したものである。

置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連 その具体的な内容に関しては、基準省令第４２条以下

続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおい に、サービスの取扱方針、介護、食事など、それぞれに

て入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活 ついて明らかにしている。

を営むことを支援しなければならない。

２ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、地域や家

庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介

護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。

第二節 設備に関する基準 ３ 設備に関する基準（基準省令第４０条）

（設備） (１) ユニットケアを行うためには､入居者の自律的な生

第四十条 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の設備 活を保障する居室（使い慣れた家具等を持ち込むこと

の基準は、次のとおりとする。 のできる個室）と､少人数の家庭的な雰囲気の中で生

一 ユニット 活できる共同生活室（居宅での居間に相当する部屋）

イ 居室 が不可欠であることから、小規模生活単位型指定介護

(１) １の居室の定員は 一人とすること ただし 老人福祉施設は、施設全体を、こうした居室と共同生、 。 、

入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上 活室によって一体的に構成される場所（ユニット）を

必要と認められる場合は、二人とすることがで 単位として構成し、運営しなければならない。

きる。 (２) 入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのあ

(２) 居室は、いずれかのユニットに属するものと る日常生活を楽しむことができるよう、他のユニット

し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体 の入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりす

的に設けること。ただし、一のユニットの入居 ることのできる場所を設けることが望ましい。

定員は、おおむね十人以下としなければならな (３) ユニット(第１項第一号)

い。 ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅におけ

(３) １の居室の床面積は、１３．２平方メートル る生活に近い日常の生活の中でケアを行うというユニッ

以上を標準とすること。ただし （１）ただし トケアの特徴を踏まえたものでなければならない。、

書の場合にあっては、２１．３平方メートル以 (４) 居室（第一号イ)

上を標準とすること。 ① 上記(１)のとおりユニットケアには個室が不可欠

(４) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 なことから､居室の定員は､１人とする。ただし、夫

ロ 共同生活室 婦で居室を利用する場合などサービスの提供上必要

、 。(１) 共同生活室は、いずれかのユニットに属する と認められる場合は ２人部屋とすることができる

ものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共 ② 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、

同で日常生活を営むための場所としてふさわし 当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設け

い形状を有すること。 なければならない。

(２) １の共同生活室の床面積は、２平方メートル この場合、｢当該ユニットの共同生活室に近接し

」 、 。に当該共同生活室が属するユニットの入居定員 て一体的に設け られる居室とは 次の３つをいう

を乗じて得た面積以上を標準とすること。 イ 当該共同生活室に隣接している居室

(３) 必要な設備及び備品を備えること。 ロ 当該共同生活室に隣接していないが、イの居室

ハ 洗面設備 と隣接している居室

(１) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに ハ その他当該共同生活室に近接して一体的に設け

適当数設けること。 られている居室（他の共同生活室のイ及びロに該



(２) 要介護者が使用するのに適したものとするこ 当する居室を除く ）。

と。 ③ ユニットの入居定員

ニ 便所 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、各ユ

(１) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに ニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、

適当数設けること。 自律的な日常生活を営むことを支援するものである

(２) ブザー又はこれに代わる設備を設けるととも ことから、１のユニットの入居定員は、１０人以下

に、要介護者が使用するのに適したものとする とすることを原則とする。

こと。 ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事

二 浴室 情によりやむを得ない場合であって、各ユニットに

要介護者が入浴するのに適したものとすること。 おいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な

三 医務室 日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認

イ 医療法第一条の五第二項 に規定する診療所とす められる場合には、入居定員が１０人を超えるユニ

ること。 ットも認める。なお、この場合にあっても、次の2

ロ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療用 つの要件を満たさなければならない。

具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設け イ 入居定員が１０人を超えるユニットにあって

ること。 は 「おおむね１０人」と言える範囲内の入居定、

四 廊下幅 員であること。

１．８メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅 ロ 入居定員が１０人を超えるユニットの数は、当

は、２．７メートル以上とすること。なお、廊下の一部 該施設の総ユニット数の半数以下であること。

の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な ④ ユニットの入居定員に関する既存施設の特例

往来に支障が生じないと認められる場合には、１．５メ 平成１５年４月１日に現に存する指定介護老人福

ートル以上（中廊下にあっては、１．８メートル以上） 祉施設（建築中のものを含む ）が、その建物を同。

として差し支えない。 日以降に改修してユニットを造る場合にあっては、

、 、２ 前項第二号から第四号までに掲げる設備は、専ら当該 施設を新増築したり 改築したりする場合に比べて

介護老人福祉施設の用に供するものでなければならな 現にある建物の構造や敷地などの面で、より大きな

い。ただし、入居者に対する指定介護福祉サービスの提 制約が想定されることから、上記③のロの要件は適

供に支障がない場合は、この限りでない。 用しない。

また、平成15年4月１日に現に存する指定介護老

人福祉施設（建築中のものを含む ）が同日におい。

て現にユニットを有している（建築中のものを含

む ）場合は、当該ユニットについては、上記③は。

適用しない。ただし、当該ユニットが改築されたと

きは、この限りでない。

⑤ 居室の床面積

小規模生活単位型指定介護老人福祉施設では、居

宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い

日常の生活の中でケアを行うため、入居者は長年使

い慣れた箪笥などの家具を持ち込むことを想定して

いる。

このため、１の居室の床面積は、１３．２平方メ

ートル以上（居室内に洗面設備が設けられていると

きはその面積を含み、居室内に便所が設けられてい

るときはその面積を除く ） を標準とすることとし。

ている。

ここで「標準とする」とは、１３．２平方メート

ル以上とすることが原則であるが、平成１５年４月

１日に現に存する指定介護老人福祉施設が、その建

物を同日以降に改修してユニットを造る場合に、現

にある建物の構造や敷地上の制約など特別の事情に

よって当該面積を確保することが困難であると認め

られるときには、上記の趣旨を損なわない範囲で、



１３．２平方メートル未満であっても差し支えない

という趣旨である。

なお、平成１５年４月１日に現に存する指定介護

老人福祉施設が同日において現に有しているユニッ

ト（同日以降に改築されたものを除く ）にあって。

は、１０．６５平方メートル以上であれば足りるも

のとする。

また、入居者へのサービス提供上必要と認められ

る場合に２人部屋とするときは２１．３平方メート

ル以上を標準としていることについても、上記と同

様の趣旨である。

(５) 共同生活室（第一号ロ）

① 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものと

し、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活

を営むための場所としてふさわしい形状を有するもの

でなければならない。このためには、次の２つの要件

を満たす必要がある。

イ 他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過

することなく、施設内の他の場所に移動することが

できるようになっていること。

ロ 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う従

業者が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりす

ることが可能な備品を備えた上で、当該共同生活室

内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されて

いること。

② 共同生活室の床面積

共同生活室の床面積について「標準とする」とされ

ている趣旨は、居室の床面積について上記(４)の⑤に

あるのと同様である。

③ 共同生活室には、要介護者が食事をしたり、談話等

を楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品

を備えなければならない。

また、入居者が、その心身の状況に応じて家事を行

うことができるようにする観点から、簡易な流し・調

理設備を設けることが望ましい。

(６) 洗面設備（第一号ハ）

洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただ

し、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支

えない。この場合にあっては、共同生活室内の１カ所に

集中して設けるのではなく、２カ所以上に分散して設け

ることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共

同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差し支えな

い。

(７) 便所（第一号ニ）

便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、

共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えな

い。この場合にあっては、共同生活室内の１カ所に集中

して設けるのではなく、２カ所以上に分散して設けるこ

とが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生

活室ごとに設ける方式とを混在させても差し支えない。

(８) 浴室（第二号）



浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。

(９) 廊下（第四号）

小規模生活単位型特別養護老人ホームにあっては、多

数の入居者や従業者が日常的に一度に移動することはな

いことから、廊下の幅の一律の規制を緩和する。

ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することにより、

入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認め

」 、 、られる場合 とは アルコーブを設けることなどにより

入居者、従業者等がすれ違う際にも支障が生じない場合

を想定している。

このほか、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の

廊下の幅については、第３の２を準用する。この場合に

、 「 」 「 」おいて 第３の２中 静養室 とあるのは 共同生活室

と読み替えるものとする。

(10) 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の設備につ

いては､上記の(1)から(9)までによるほか、第３の１

を準用する。

第三節 運営に関する基準 ４ 利用料等の受領

（利用料等の受領） (１) 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者

第四十一条 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、 から、ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費

法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サー 用の額の支払を受けることができるが、この取扱につ

ビスを提供した際には 入居者から利用料の一部として いては 「小規模生活単位型指定介護老人福祉施設等、 、 、

施設サービス費用基準額から当該小規模生活単位型指定 の居住費について （平成15年3月19日老計発第031900」

介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額 2号､老振発第0319003号､老健発第0319002号､厚生労働

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 省老健局計画課長､振興課長､老人保健課長通知)を参

２ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、法定代理 照すること。

受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを (２) 第４の７（(３)の①を除く ）は、小規模生活単位。

提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施 型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合

設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じな において第４の７の(１)中「基準省令第９条」とある

いようにしなければならない。 のは「基準省令第４１条」と読み替えるものとする。

３ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、前二項の ※指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す

支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受 る基準第４１条第３項第二号の規定に基づき厚生労働

けることができる。 大臣が定める者及び厚生労働大臣が定める基準により

一 入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに 算定した額（平成１５年３月１４日・厚生労働省告示

伴い必要となる費用 第９３号）

二 ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用

（所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣

が定める者については、厚生労働大臣が定める基準に

より算定した額を控除した額とする ）。

三 理美容代

四 前三号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サー

ビスにおいて提供される便宜のうち、日常生活におい

ても通常必要となるものに係る費用であって、その入

居者に負担させることが適当と認められるもの

４ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、前項各号

に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、

あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービス

の内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得

なければならない。

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） ５ 指定介護福祉施設サービスの取扱方針

第四十二条 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、そ (１) 基準省令第42条第1項は、基準省令第３９条第１項



の有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に の基本方針を受けて、入居者へのサービスの提供は、

沿って自律的な日常生活を営むことができるようにする 入居者が自律的な日常生活を営むことができるよう支

ため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上 援するものとして行われなければならないことを規定

の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の したものである。

日常生活を支援するものとして行われなければならな 入居者へのサービスの提供に当たっては、入居前の

い。 居宅における生活と入居後の生活が連続したものとな

２ 指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入 るよう配慮することが必要であり、このため職員は、

居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができる １人１人の入居者について、個性、心身の状況、入居

よう配慮して行われなければならない。 に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生活様式

３ 指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシー や生活習慣を具体的に把握した上で、その日常生活上

の確保に配慮して行われなければならない。 の活動を適切に援助しなければならない。

４ 指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活 なお、こうしたことから明らかなように、入居者の

を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽 意向に関わりなく集団で行うゲームや、日常生活動作

減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等 にない動作を通じた機能訓練など、家庭の中では通常

を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 行われないことを行うのは、サービスとして適当でな

５ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の従業者は、 い。

指定介護福祉施設サービスの提供に当たって、入居者又 (２) 基準省令第４２条第２項は､基準省令第３９条第１

、 、はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理 項の基本方針を受けて 入居者へのサービスの提供は

解しやすいように説明を行わなければならない。 入居者がユニットにおいて相互に社会的関係を築くこ

６ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、指定介護 とができるよう､それぞれ役割を持って生活を営める

福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は ように配慮して行われなければならないことを規定し

他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを たものである。

得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 このため職員は、入居者相互の信頼関係が醸成され

７ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、前項の身 るよう配慮することが必要であるが、同時に、入居者

体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際 が他の入居者の生活に過度に干渉し、自律的な生活を

の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記 損なうことのないようにすることにも配慮が必要であ

録しなければならない。 る。

８ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、自らその

提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、

常にその改善を図らなければならない。

（介護） ６ 介護

第四十三条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に (１) 基準省令第４３条第１項は、介護が、基準省令第

社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援 ４２条第１項及び第２項の指定介護福祉施設サービス

するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術を の取扱扱方針を受けた適切な技術をもって行われなけ

もって行われなければならない。 ればならないことを規定したものである。

２ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の 自律的な日常生活を営むことを支援するという点で

日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等 は、入居者の日常生活上の活動への援助が過剰なもの

に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援 となることのないよう留意する必要がある。

しなければならない。 また、入居者が相互に社会的関係を築くことを支援

３ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者が するという点では、単に入居者が家事の中で役割を持

身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことが つことを支援するにとどまらず、例えば、入居者相互

できるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を の間で、頼り、頼られるといった精神的な面での役割

提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合に が生まれることを支援することにも留意する必要があ

は、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代え る。

」ることができる。 (２) 基準省令第４３条第２項の｢日常生活における家事

４ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の には、食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃や

心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立 ゴミ出しなど、多様なものが考えられる。

について必要な支援を行わなければならない。 (３) 基準省令第４３条第３項は､入浴が、単に身体の清

５ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、おむつを 潔を維持するだけでなく、入居者が精神的に快適な生

使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を 活を営む上でも重要なものであることから、こうした

図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならな 観点に照らして「適切な方法により」これを行うこと



い。 とするとともに、同様の観点から、一律の入浴回数を

６ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、前各項に 設けるのではなく、個浴の実施など入居者の意向に応

規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容 じることができるだけの入浴機会を設けなければなら

等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならな ないことを規定したものである。

い。 (４) 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設における介

７ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、常時一人 護については､上記の(１)から(３)までによるほか､第

以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならな ４の１１の(３)から(６)までを準用する。

い。 この場合において、第４の１１の(６)中｢第６条｣

８ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者に とあるのは｢第7条｣と読み替えるものとする。

対し、その負担により、当該小規模生活単位型指定介護

老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせて

はならない。

（食事） ７ 食事

第四十四条 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、 (１) 基準省令第４４条第３項は､基準省令第４２条第１

栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事 項の指定介護福祉施設サービスの取扱方針を受けて、

を提供しなければならない。 食事は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に提

２ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の 供しなければならないこと、また、施設側の都合で急

心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立に かしたりすることなく、入居者が自分のペースで食事

ついて必要な支援を行わなければならない。 を摂ることができるよう十分な時間を確保しなければ

３ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の ならないことを規定したものである。

生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するととも (２) 基準省令第４４条第４項は、基準省令第３９条第１

、 、に、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立し 項の基本方針を受けて､入居者の意思を尊重し また

て食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなけ その心身の状況に配慮した上で、できる限り離床し、

ればならない。 共同生活室で食事を摂ることができるよう支援しなけ

４ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者が ればならないことを規定したものである。

相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を その際、共同生活室で食事を摂るよう強制すること

尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支 はあってはならないので、十分留意する必要がある。

援しなければならない。 (３) 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設における食

事については､上記の(１)及び(２)によるほか、第４

の１２の(１)から(５)までを準用する。

（社会生活上の便宜の提供等） ８ 社会生活上の便宜の提供等

第四十五条 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、 (１) 基準省令第４５条第１項は、基準省令第４２条第１

入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の 項の指定介護福祉施設サービスの取扱方針を受けて、

機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれら 入居者１人１人の嗜好を把握した上で､それに応じた

の活動を支援しなければならない。 趣味､教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとと

２ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者が もに､同好会やクラブ活動などを含め、入居者が自律

日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続につ 的に行うこれらの活動を支援しなければならないこと

いて、その者又はその家族が行うことが困難である場合 を規定したものである。

は、その者の同意を得て、代わって行わなければならな (２) 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の居室は、

い。 家族や友人が来訪・宿泊して入居者と交流するのに適

３ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、常に入居 した個室であることから、これらの者ができる限り気

者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族と 軽に来訪・宿泊することができるよう配慮しなければ

の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 ならない。

４ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の (３) 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設における社

外出の機会を確保するよう努めなければならない。 会生活上の便宜の提供等については、上記の(１)及び

(２)によるほか､第４の１４の(２)から(４)までを準

用する。この場合において、第４の１４の(２)中｢同

条第２項｣とあるのは「第４５条第２項」と、同(３)

中「同条第３項」とあるのは「第４５条第３項」と､

「 」 「 」同(４)中 同条第４項 とあるのは 第４５条第４項

と読み替えるものとする。



（運営規程） ９ 運営規程（基準省令第４６条）

第四十六条 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、 (１) 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及

次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程 び利用料その他の費用の額（第五号）

を定めておかなければならない。 「指定介護福祉施設サービスの内容」は、入居者が、

一 施設の目的及び運営の方針 自らの生活様式や生活習慣に沿って自律的な日常生活を

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 営むことができるように、一日の生活の流れの中で行わ

三 入居定員 れる支援の内容を指すものであること。

四 ユニットの数及びユニットごとの入居定員 また 「その他の費用の額」は、基準省令第４１条第、

五 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及 ３項により支払を受けることが認められている費用の額

び利用料その他の費用の額 を指すものであること。

六 施設の利用に当たっての留意事項 (２) 第４の２２の(１)及び(３)から(５)までは、小規模

七 非常災害対策 生活単位型指定介護老人福祉施設について準用する。

、 「 」八 その他施設の運営に関する重要事項 この場合において 第４の２２中 基準省令第２３条

とあるのは「基準省令第４６条」と 「同条第１号か、

ら第７号まで」とあるのは「同条第１号から第８号ま

」 、 「 」 「 」 、で と 同(３)中 第５号 とあるのは 第６号 と

同(４)中「第６号」とあるのは「第７号」と、同(５)

中「第７号」とあるのは「第８号」と読み替えるもの

とする。

（勤務体制の確保等） １０ 勤務体制の確保等

第四十七条 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、 (１) 基準省令第４７条第２項は、基準省令第４２条第１

入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供 項の指定介護老人福祉施設サービスの取扱方針を受け

することができるよう、従業者の勤務の体制を定めてお て、従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性

かなければならない。 を重視したサービスの提供に配慮しなければならない

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入 ことを規定したものである。

居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続 これは、従業者が、１人１人の入居者について、個

、 、 、性を重視したサービスの提供に配慮しなければならな 性 心身の状況 生活歴などを具体的に把握した上で

い。 その日常生活上の活動を適切に援助するためには、い

３ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、当該小規 わゆる「馴染みの関係」が求められることによるもの

模生活単位型指定介護老人福祉施設の従業者によって指 である。

定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。た (２) 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設における介

だし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供 護職員等の勤務体制については、次の配置を行うこと

に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでな が望ましい。

い。 ① 日中については、ユニットごとに常時１人以上の

４ 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、従業者に 介護職員又は看護職員を配置すること。

対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなけ ② 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人

ればならない。 以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務

（定員の遵守） に従事する職員として配置すること。

第四十八条 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、 (３) 小規模生活単位型指定介護老人福祉施設における勤

ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居さ 務体制の確保等については、上記の(１)及び(２)によ

せてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事 るほか、第４の２３を準用する。この場合において、

「 」 「 」 、情がある場合は、この限りでない。 第４の２３中 第２４条 とあるのは 第４７条 と

「 」 「 」 、同(３)中 同条第２項 とあるのは 同条第３項 と

同(４)中「同条第３項」とあるのは「同条第４項」と

読み替えるものとする。

（準用） １１ 準用

第四十九条 第四条から第八条まで、第十条、第十二条、 基準省令第４９条の規定により、基準省令第４条から

第十五条、第十七条から第二十二条の二まで及び第二十 第８条まで、第１０条、第１２条、第１５条、第１７条

六条から第三十七条までの規定は、小規模生活単位型指 から第２２条の２まで及び第２６条から第３７条までの

定介護老人福祉施設について準用する。この場合におい 規定は、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設につい

、 、 、て、第四条第一項中「第二十三条」とあるのは「第四十 て準用されるものであるため 第４の１から６まで ８



六条 と 第二十二条第二項中 この章 とあるのは 第 １０、１３、１５から２１まで及び２４から３２までを」 、 「 」 「

五章第三節」と、第二十二条の二中「第十二条」とある 参照されたい。この場合において、第４の１０の(５)の

のは「第四十九条において準用する第十二条」と、第二 なお書きは 「なお、ここでいう指定介護福祉施設サー、

十二条の二第五号及び第三十七条第二項第三号中「第十 ビスの内容は、入居者が自らの生活様式や生活支援に沿

一条第五項」とあるのは「第四十二条第七項」と、第三 って、自律的な日常生活を営むことができるように、１

十七条第二項第四号中「第二十条」とあるのは「第四十 日の生活の流れの中で行われる支援の内容を指すもので

九条において準用する第二十条」と、第二十二条の二第 ある 」と読み替えるものとする。。

「 」六号及び第三十七条第二項第五号中 第三十三条第二項

とあるのは「第四十九条において準用する第三十三条第

二項」と、第二十二条の二第七号及び第三十七条第二項

第六号中「第三十五条第二項」とあるのは「第四十九条

において準用する第三十五条第二項」と読み替えるもの

とする。

第六章 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の基 第６ 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設

本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一節 この章の趣旨及び基本方針

（この章の趣旨） １ 第６章の趣旨

第五十条 第一章 第三章及び第四章の規定にかかわらず 平成１５年４月１日に現に存する指定介護老人福祉施、 、

一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設（施設の一 設（建築中のものを含む ）が、その建物を同日以降に。

部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、 改修、改築又は増築して施設の一部にユニットを造り、

これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設をい ユニットケアを行う場合、また、同日において現に存す

う。以下同じ ）の基本方針並びに設備及び運営に関す る指定介護老人福祉施設（建築中のものを含む ）が同。 。

る基準については、この章に定めるところによる。 日において現に有している（建築中のものを含む ）ユ。

ニットで施設の一部においてユニットケアを行う場合

は、これを一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設

とし、その基本方針並びに設備及び運営に関する基準に

ついては、第１章、第３章及び第４章ではなく、第６章

に定めるところによるものである。なお、人員に関する

基準については、第２章（基準省令第２条）に定めると

ころによるので、留意すること。

（基本方針） ２ 基本方針

第五十一条 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設 基準省令第５１条は、一部小規模生活単位型指定介護

の基本方針は、ユニットごとに入居者の日常生活が営ま 老人福祉施設の基本方針は、ユニット部分にあっては小

れ、これに対する支援が行われる部分（以下「ユニット 規模生活単位型指定介護老人福祉施設の基本方針（基準

部分」という ）にあっては第三十九条に、それ以外の 省令第３９条）に、また、それ以外の部分にあっては指。

部分にあっては第一条に定めるところによる。 定介護老人福祉施設の基本方針（基準省令第１条）に定

めるところによることを規定したものである。

これを受けて、設備、利用料等の受領、指定介護老人

福祉施設サービスの取扱方針、介護、食事、社会生活上

の便宜の提供等、勤務体制の確保等及び定員の遵守につ

いて、基準省令第５２条から第５７条まで、第５９条及

び第６０条に、ユニット部分の基準とそれ以外の部分の

基準を規定している。

第二節 設備に関する基準

（設備）

第五十二条 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設

の設備は、ユニット部分にあっては第四十条に、それ以

外の部分にあっては第三条に定めるところによる。ただ

し、浴室及び医務室については、ユニット部分の入居者

及びそれ以外の部分の入所者へのサービスの提供に支障



がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部

分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができ

る。

第三節 運営に関する基準

（利用料等の受領）

第五十三条 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設

の利用料等の受領は、ユニット部分にあっては第四十一

条に、それ以外の部分にあっては第九条に定めるところ

による。

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針）

第五十四条 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設

の指定介護福祉施設サービスの取扱方針は、ユニット部

分にあっては第四十二条に、それ以外の部分にあっては

第十一条に定めるところによる。

（介護）

第五十五条 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設

の介護は、ユニット部分にあっては第四十三条に、それ

以外の部分にあっては第十三条に定めるところによる。

（食事）

第五十六条 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設

の食事は、ユニット部分にあっては第四十四条に、それ

以外の部分にあっては第十四条に定めるところによる。

（社会生活上の便宜の提供等）

第五十七条 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設

の社会生活上の便宜の提供等は、ユニット部分にあって

は第四十五条に、それ以外の部分にあっては第十六条に

定めるところによる。

（運営規程） ３ 運営規程（基準省令第５８条）

第五十八条 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設 入居（入所）定員並びに指定介護老人福祉施設サービ

は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する スの内容及び利用料その他の費用の額については、ユニ

規程を定めておかなければならない。 ット部分とそれ以外の部分のそれぞれについて明らかに

一 施設の目的及び運営の方針 しなければならない。

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 ４ 従業者の配置の基準等

三 ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入所 (１) 基準省令第２条第１項第三号イに規定する基準は、

定員 ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれで満たさな

四 ユニット部分のユニットの数及びユニットごとの入 ければならない。

居定員 (２) 日中にユニット部分の入居者に対するサービスの提

五 ユニット部分の入居者に対する指定介護福祉施設サ 供に当たる介護職員又は看護職員が、その時間帯にお

ービスの内容及び利用料その他の費用の額 いてそれ以外の部分の入所者に対してサービスの提供

六 ユニット部分以外の部分の入所者に対する指定介護 を行う勤務体制とすることは、望ましくない。

福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

七 施設の利用に当たっての留意事項

八 非常災害対策

九 その他の施設の運営に関する重要事項

（勤務体制の確保等）

第五十九条 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設

の勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては第四十

七条に、それ以外の部分にあっては第二十四条に定める

ところによる。

（定員の遵守）

第六十条 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設の



定員の遵守は、ユニット部分にあっては第四十八条に、

それ以外の部分にあっては第二十五条に定めるところに

よる。

（準用）

第六十一条 第四条から第八条まで、第十条、第十二条、 ５ 一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設のユニッ

第十五条、第十七条から第二十二条の二まで及び第二十 ト部分については第５に、また、それ以外の部分につい

六条から第三十七条までの規定は、一部小規模生活単位 ては、第２から第４までに、それぞれ定めるところによ

型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合に る。

おいて、第四条第一項中「第二十三条」とあるのは「第

五十八条」と、第二十二条第二項中「この章」とあるの

は 第四章及び第五章第三節 と 第二十二条の二中 第「 」 、 「

十二条」とあるのは「第十二条（第四十九条において準

用する場合を含む 」と、第二十二条第五号及び第三。）

十七条第二項第三号中 第十一条第五項 とあるのは 第「 」 「

十一条第五項及び第四十二条第七項」と、第三十七条第

二項第四号中「第二十条」とあるのは「第二十条（第四

十九条において準用する場合を含む 」と、第二十二。）

条の二第六号及び第三十七条第二項第五号中「第三十三

条第二項」とあるのは「第三十三条第二項（第四十九条

において準用する場合を含む 」と、第二十二条の二。）

第七号及び第三十七条第二項第六号中「第三十五条第二

項」とあるのは「第三十五条第二項（第四十九条におい

て準用する場合を含む 」と読み替えるものとする。。）

附 則

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条 平成十七年三月三十一日までの間は、第二条第一

項の規定を指定介護老人福祉施設であって小規模生活単

位型指定介護老人福祉施設若しくは一部小規模生活単位

型指定介護老人福祉施設でないもの又は一部小規模生活

単位型指定介護老人福祉施設のユニット部分以外の部分

に適用する場合においては、同項第三号イ中「三」とあ

るのは 「四・一」とする。、

第三条 平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第一

項第六号及び第九項並びに第十一条第一項の規定を適用

、 「 」する場合においては これらの規定中 介護支援専門員

とあるのは「介護支援専門員又は介護の提供に係る計画

等の作成に関し経験のある生活相談員等」と、同条第二

項の規定を適用する場合においては、同項中「担当する

介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員

又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生

活相談員等」とする。

第四条 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホー

ム（介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）第

二十条の規定による改正前の老人福祉法（昭和三十八年

法律第百三十三号）第二十条の五に規定する特別養護老

人ホームをいう。以下同じ ）の建物（基本的な設備が。



完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築さ

れ、又は全面的に改築された部分を除く。次条において

同じ ）について第三条第一項第一号の規定を適用する。

場合においては、同号イ中「四人」とあるのは「原則と

して四人」と、同号ロ中「十・六五平方メートル」とあ

るのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」と

する。

２ この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームで

あって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令

昭和六十二年厚生省令第十二号 附則第四条第二項 同（ ） （

令第四条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和四十

一年厚生省令第十九号）第二十条の規定に係る部分に限

る ）の規定の適用を受けていたものについて、前項の。

規定を適用する場合においては、同項中「原則として四

人」とあるのは 「八人」とする。、

第五条 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホー

ムの建物については、第三条第一項第七号イ（食堂及び

機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る ）の規定。

は、当分の間適用しない。

第六条 平成十七年三月三十一日までの間は、第九条第一

項及び第四十一条第一項中「合計額」とあるのは 「合、

計額（介護保険法施行法（平成九年法律第百二十四号）

第十三条第三項の規定により要介護被保険者とみなされ

た旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者

にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同

条第四項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準に

より算定した費用の額（その額が現に当該指定介護福祉

施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現

。）に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする

及び同項第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準に

より算定した費用の額（その額が現に当該食事の提供に

要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に

要した費用の額とする ）の合計額 」とする。。 ）

附則 （平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）抄

（施行期日）

１ この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一

年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）

から施行する。

附則 （平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号）抄

（施行期日）

１ この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の

利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日

（平成十三年四月一日）から施行する。



附則 （平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号）

１ この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する

法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の

様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。

附則 （平成一四年八月七日厚生労働省令第一〇四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附則 （平成一五年三月一四日厚生労働省令第三〇号）

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条 平成十五年三月三十一日においてこの省令による

改正前の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に

関する基準附則第三条の規定の適用を受けて介護支援専

門員を置かない指定介護老人福祉施設のうち入所定員が

十九人以下のもの（以下「小規模施設」という ）につ。

いては、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令

による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準（以下「新基準」という ）第二十四。

条第二項の規定にかかわらず、新基準第十二条及び第二

十二条の二第一号から第四号までに規定する業務を指定

居宅介護支援事業者（当該小規模施設の開設者を除く。

次項において同じ ）に委託することができる。。

２ 前項の規定の適用を受けて新基準第十二条及び第二十

二条の二第一号から第四号までに規定する業務を指定居

宅介護支援事業者に委託する小規模施設については、新

基準第二条第一項第六号に規定する介護支援専門員を置

かないことができる。

３ 前項の規定の適用を受けて新基準第二条第一項第六号

に規定する介護支援専門員を置かない小規模施設にあっ

ては、当該小規模施設の従業者が新基準第二十二条の二

第五号から第七号までに規定する業務を行うものとす

る。

第三条 この省令の施行の際現に介護保険法（平成九年法

律第百二十三号。以下「法」という ）第四十八条第一。

項第一号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉

施設（この省令の施行の後に増築され、又は改築された

部分を除く。次項において同じ ）であって、新基準第。

（ （ ） （ ）五章又は第六章 第四十条第一号イ ３ 及び同号ロ ２

を除く。次項において同じ ）に規定する基準を満たす。

ものについて、新基準第四十条第一号イ（３）の規定を

適用する場合においては、同号イ（３）中「十三・二平

方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メー

トル以上」と 「二十一・三平方メートル以上を標準」、

とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。

２ この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第一号の



規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であっ

て、新基準第五章又は第六章に規定する基準を満たすも

のについて、新基準第四十条第一号ロ（２）の規定を適

用する場合においては、同号ロ（２）中「二平方メート

ルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じ

て得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入

居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」

とする。

第四条 この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第一

号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設

（この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更した

ものを除く。次項及び第三項において同じ ）は、指定。

介護老人福祉施設であって小規模生活単位型指定介護老

人福祉施設又は一部小規模生活単位型指定介護老人福祉

施設でないものとみなす。

２ この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第一号の

規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であっ

て、新基準第二章及び第五章に規定する基準を満たすも

のが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項

の規定は適用しない。

３ この省令の施行の際現に法第四十八条第一項第一号の

規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であっ

て、新基準第二章及び第六章に規定する基準を満たすも

のが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、第一

項の規定は適用しない。


